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６．会社の体制および方針 

Ⅰ 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保す

るための体制 

 

１. 企業運営の基本方針 

当社及び関係会社は、以下の経営理念を掲げ、すべての役員及び使用人が職務を執行するに当たっ

ての基本方針としております。 

 

【経営理念】三つの豊かさの追求 

① 経済的な豊かさ…売上高ではなく、経常利益の増加を目指します。 

② 身体的な豊かさ…健康であることに感謝し、健康管理に留意します。 

③ 心の豊かさ…礼節を重んじる謙虚な心、広い心、強い心。加えて、経済的・身体的豊かさのバラン

スを保ち、真の「心の豊かさ」を目指します。 

当社及び関係会社は、この経営理念のもと、内部統制のための体制を整備し運用していくことが重

要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。 

当社及び関係会社は、今後とも、内外環境の変化に対応し、一層適切な内部統制システムの整備に

努めてまいります。 

２. 内部統制システムの基本方針 

（1） 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役会は、全取締役及び使用人のコンプライアンスに対する啓蒙活動について討議し、「株式

会社アルデプロ企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定して実行・指導する。 

② 日常の業務執行においては、全取締役及び使用人が定められた「職務分掌規程」、「職務権限規程」

及び「稟議規程」等に基づいた処理を実施する。 

③ コンプライアンスに関する報告・相談ルートは、社外の弁護士へのものも含め社内外に複数設置

する。弁護士への相談ルートについては、匿名性を担保して利用できる仕組みとする。 

④ コンプライアンス違反者に対しては、「就業規則」に基づく懲戒を含め厳正に対処する。 

⑤ 代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、経営活動全般にわたる制度及び業務の執行状況に

ついて、コンプライアンス及び財務報告の信頼性の確保の観点から調査を行い、以って内部管理体

制の強化及び経営効率化の増進に資することとする。 

⑥ 当社は、社外取締役及び社外監査役のなかから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を

独立役員に指定することとする。 

 

（2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 取締役の職務の執行に係る文書・情報の取扱いは、「文書管理規程」及び「情報管理規程」に、

各組織単位の詳細な保管文書一覧を定め、定期的に整備状況を精査・確認する。また、必要に応じ

て保管・運用方法の見直しと改善を図り、取締役又は監査役の要請に応えて、速やかに閲覧提供で

きる体制を整える。 
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② 取締役及び使用人の業務執行にかかる情報については、ＩＴの効率活用、情報のデータベース化、

必要情報の存否・保存状況の検索システム等について、総務主管部署が情報の統括管理を所管し、

必要な研究・検討を進める。 

 

（3） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 組織横断的な組織として、代表取締役社長を長とするリスク管理委員会を設置し、全社的なリス

ク管理体制の整備を推進し、運用を評価する。 

② 取締役及び管理職位にある者は、取締役会決議又は「職務権限規程」に基づき、その付与された

権限の範囲内で職務を履行し、その範囲内で、損失発生の危険を管理する。付与された権限を越え

る場合は、「稟議規程」に定める決裁を要し、その許可された範囲内で、損失の危険を管理する。 

③ 取締役及び管理者の職務の履行におけるリスク管理の基本的事項については、別に、「リスク管

理基本規程」を定める。 

④ 総務主管部署は、情報セキュリティマネジメントシステムの構築を討議し、必要に応じて外部機

関の認証も取得することで、社内外ともに有効かつ安心の情報管理に取り組むものとする。 

 

（4） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 各取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、取締役会を毎月及び必要に応じて随時開催して

経営論議を深めるとともに、適宜情報交換を行うなど取締役間の連携を図る。 

② 経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸として、短期経営計画に基づき毎年策定さ

れる年度計画の目標達成のために、各業務執行ラインが活動することとする。 

③ 日常の職務執行に際しては、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」等に基づき権限の委譲が行

われ、各管理職位の責任者が「職務権限基準表」に定めた意思決定ルールに則り、業務を遂行する

こととする。 

④ 「職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職務権限基準表」に定めた運用基準は、規程・基準の

改廃を含めて総務主管部署が所管し、日常業務における意志決定ル－ルの明確化と定着化を目指し

て、厳格な監視・指導に務める。 

 

（5） 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社は関係会社の経営の自主性を尊重しつつ、関係会社とのシナジーが最大限に発現されるよう

に「関係会社管理規程」を制定し、関係会社に対し適切な管理を行う。 

② 当社の内部監査部門は、関係会社の監査役又は担当部門等と連携して定期的な内部監査を行う。 

③ 関係会社にコンプライアンス担当者を置き、関係会社の監査役又は担当部門等及び当社の内部監

査部門とも連携のうえ、「コンプライアンス・マニュアル」に則り、当社及び関係会社の全取締役

及び従業員に法令遵守の重要性を周知させる。 
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④ 当社及び関係会社のコンプライアンスに関する報告・相談ルートは、社外の弁護士へのものも含

め社内外に複数設置する。弁護士への相談ルートについては、匿名性を担保して利用できる仕組み

とする。 

 

（6） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 

監査役の職務を補助すべき専任部門及びスタッフは、内部監査部門に兼務させる。 

 

（7） 前記（6）の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

① 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。 

② ①の使用人の職務遂行の評価については、監査役の意見を聴取するものとする。 

 

（8） 取締役及び使用人が監査役又は監査役会に報告するための体制その他の監査役又は監査役会への報

告に関する体制 

① 監査役は、取締役会の他、重要な意志決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、その他の

重要な会議又は委員会に出席することができる。 

② 監査役には、主要な稟議書その他社内の重要書類が回付され、又は、要請があれば直ちに資料等

が提出される。 

③ 監査役は、定期的に取締役・監査役連絡会を開催し、更に、必要に応じ随時業務執行状況の報告

を受けることができる。 

 

（9） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 取締役は、監査役の職責、心構え、監査基準等を明確にした「監査役監査基準」を熟知するとと

もに、監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査役監査の環境整備を行う。 

② 監査役は、監査の実施に当たり、監査役独自に収集した業務執行状況の報告等を踏まえつつ、内

部監査部門、会計監査人とも相互連携する。 

③ 監査役は、会計監査人との両者の監査業務の品質及び効率を高めるため、四半期毎に１回及び必

要により情報・意見交換等を行い、内部監査部門を含めた緊密な連携を図る。 

④ 必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の外部アドバイ

ザーを活用する。 

 

（10） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制 

① 当社及び関係会社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本に置き、反社会的勢力の

排除に向け、「株式会社アルデプログループ企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」

を指針とし、「反社会的勢力対応マニュアル」に則り行動する。 
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② 反社会的勢力に関する対応については、自治体及び警察をはじめとする外部専門機関との密な連

携を図り、不測の事態に備える体制を整えることとする。 

 

（11） 財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社及び関係会社は金融商品取引法第 24 条の４の４に規定する内部統制報告書の記載を適正に

行うため「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準」に準じて、また「内

部統制規程」に則り、内部監査部門が整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これ

を是正していく体制の維持・向上を図る。 

 

 Ⅱ 株式会社の支配に関する基本方針 

特に記載すべき事項はございません。 
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連 結 注 記 表 

 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 (連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社の名称 

S&Standard株式会社、株式会社奨建築 

当社は、平成26年2月3日付でS&Standard株式会社の全株式を取得し、また、平成26年３月３日付

で株式会社奨建築の全株式を取得して連結子会社としました。 

2. 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

3. 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産 

個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ８年～15年 

車両運搬具 ２年～５年 

工具、器具及び備品 ５年～８年 

② 長期前払費用 

定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(4) 退職給付に係る会計処理の方法 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しており

ます。 

(5) のれんの償却に関する事項 

５年間の定額法により償却しております。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当

該連結会計年度に費用処理しております。 

(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

（会計方針の変更） 

該当事項はありません。 
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（表示方法の変更） 

該当事項はありません。 

 

（会計上の見積りの変更） 

該当事項はありません。 

 

（誤謬の訂正に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

(連結貸借対照表に関する注記) 

１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産および担保付債務は次のとおりであります。 

販売用不動産 1,168,543千円 （帳簿価額） 

計 1,168,543千円 （帳簿価額） 

 

短期借入金 350,000千円

1年内返済予定の長期借入金 17,502千円

長期借入金 498,230千円

計 865,732千円

 

２．有形固定資産の減損損失累計額 3,540千円

 

(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 

１．当連結会計年度の末日における発行済株式及び自己株式の数 

株式の種類 
当連結会計年
度期首株式数

（株） 

当連結会計年
度増加株式数

（株） 

当連結会計年
度減少株式数

（株） 

当連結会計年
度末株式数
（株） 

発行済株式 

普通株式 19,008,860 214,864,190 ― 233,873,050

A種優先株式 8,916 ― ― 8,916

B種優先株式 13,773 ― 13,773 ―

C種優先株式 2,160,476 ― 1,336,121 824,355

D種優先株式 2,160,410 ― ― 2,160,410

E種優先株式 138,822 ― ― 138,822

合計 23,491,257 214,864,190 1,349,894 237,005,553

自己株式 

普通株式 ― 6,580 ― 6,580

B種優先株式 ― 13,773 13,773 ―

C種優先株式 ― 1,336,121 1,336,121 ―

合計 ― 1,356,474 1,349,894 6,580

 

２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

決議 
株式の

種類 

配当金総額

（千円） 

配当の

原資 

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ａ種優

先株式 
8,024

利益剰

余金 
900.00 平成26年7月31日 平成26年10月30日

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ｃ種優

先株式 
9,150

利益剰

余金 
11.10 平成26年7月31日 平成26年10月30日

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ｄ種優

先株式 
23,980

利益剰

余金 
11.10 平成26年7月31日 平成26年10月30日

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ｅ種優

先株式 
263

利益剰

余金 
1.90 平成26年7月31日 平成26年10月30日

 

４．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 

普通株式 9,500株 

 

(金融商品に関する注記) 

１.金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、営業活動に必要な資金を資本市場からの資金調達もしくは金融機関からの借入

によって調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しており、また、デ

リバティブ取引は社内規程により行わない方針であります。 

（2）金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、定期的に

報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。 

営業債務である買掛金及び未払金は、ほぼすべて３ケ月以内の支払期日であります。 

借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。借入金は

流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実

績管理しております。 

法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額である未払法人税

等は、そのほぼすべてが２ケ月以内に納付期限が到来するものであります。 

また、これらの営業債務、借入金及び未払法人税等の金銭債務は、流動性リスクに晒されており

ますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。 

デリバティブ取引については、社内規程により行わない方針であり、当連結会計年度末において、

デリバティブ残高はありません。 

 

２.金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 
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（単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

現金及び預金 2,709,349 2,709,349 ― 

受取手形及び売掛
金 

18,818 18,818 ― 

支払手形及び買掛
金 

（31,389） （31,389） ― 

短期借入金 （353,742） （353,742） ― 

未払金 （38,078） （38,078） ― 

未払法人税等 （146,875） （146,875） ― 

長期借入金 
（１年以内返済予
定のものを含む） 

（549,798） （590,622） △40,824 

（注）1.負債に計上されているものにつきましては、（ ）で表示しております。 
2.金融商品の時価の算定方法 
（1）現金及び預金、並びに受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。 

（2）支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、並びに未払法人税等 
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。 

（3）長期借入金 
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しております。 

3.短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

（単位：千円） 

 
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

短期借入金 353,742 ― ― ― ― ―

長期借入金 23,946 24,659 25,401 24,374 25,177 426,239

合計 377,688 24,659 25,401 24,374 25,177 426,239

 

 (賃貸等不動産に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報に関する注記) 

１．１株当たり純資産額 △48円99銭

２．１株当たり当期純利益 ７円11銭

(注)当社は、平成26年２月１日付で普通株式１株に対し10株の割合で株式分割を行いました。１株当

たり情報の各金額は、当連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。 
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 (重要な後発事象に関する注記) 

当社は、平成26年８月18日付の取締役会で借入について決議し、平成26年８月20日付で借入れを行い

ました。 

1. 借入日 平成 26 年８月 20 日 

2. 金額 500 百万円 

3. 金利 年 6.0％ 

4. 返済期限 平成 27 年２月 19 日 

5. 貸付人 株式会社セムコーポレーション 

  （住所：東京都新宿区西新宿二丁目６番１号） 

6. 担保状況 当社が仕入れる販売用不動産に担保設定 

7. 資金使途 東京都文京区所在の収益ビルの取得資金 

8． 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 
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個 別 注 記 表 

 
（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産 

個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ８年～15年 

② 長期前払費用 

定額法によっております。 

２． 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。 

３．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

 (貸借対照表に関する注記) 

１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産および担保付債務は次のとおりであります。 

販売用不動産 1,168,543千円 （帳簿価額） 

計 1,168,543千円 （帳簿価額） 

 

短期借入金 350,000千円

1年内返済予定の長期借入金 17,502千円

長期借入金 498,230千円

計 865,732千円

 

２．有形固定資産の減損損失累計額 3,540千円

 

 (損益計算書に関する注記) 

１.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額 

営業取引（支出分） 16,300千円
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 (株主資本等変動計算書に関する注記) 

１．当事業年度の末日における発行済株式及び自己株式の数 

株式の種類 
当事業年度期
首株式数（株）

当事業年度増
加株式数（株）

当事業年度減
少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式 

普通株式 19,008,860 214,864,190 ― 233,873,050

A種優先株式 8,916 ― ― 8,916

B種優先株式 13,773 ― 13,773 ―

C種優先株式 2,160,476 ― 1,336,121 824,355

D種優先株式 2,160,410 ― ― 2,160,410

E種優先株式 138,822 ― ― 138,822

合計 23,491,257 214,864,190 1,349,894 237,005,553

自己株式 

普通株式 ― 6,580 ― 6,580

B種優先株式 ― 13,773 13,773 ―

C種優先株式 ― 1,336,121 1,336,121 ―

合計 ― 1,356,474 1,349,894 6,580

 

２．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

決議 
株式の

種類 

配当金総額

（千円） 

配当の

原資 

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ａ種優

先株式 
8,024

利益剰

余金 
900.00 平成26年7月31日 平成26年10月30日

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ｃ種優

先株式 
9,150

利益剰

余金 
11.10 平成26年7月31日 平成26年10月30日

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ｄ種優

先株式 
23,980

利益剰

余金 
11.10 平成26年7月31日 平成26年10月30日

平成26年10月29日 

定時株主総会 

Ｅ種優

先株式 
263

利益剰

余金 
1.90 平成26年7月31日 平成26年10月30日

 

４．当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 

普通株式 9,500株 
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 (税効果会計に関する注記) 

 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

減価償却超過額 202千円

退職給付引当金 1,084 千円

投資有価証券評価損 5,328 千円

債務免除益 8,567,427 千円

繰越欠損金 13,234,236 千円

その他 318 千円

小計 21,808,597千円

評価性引当額 △21,808,597千円

繰延税金資産合計 ―千円

 

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成

26年４月１日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年８月１日

に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0％から35.6％になります。 

なお、この税率変更による影響額は軽微であります。 

 

(賃貸等不動産に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引に関する注記) 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等 

属 性 
会社等の 

名称 

議決権等の所有

(被所有)割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

役 員 及

び そ の

近 親 者

が 議 決

権 の 過

半 数 を

所 有 し

て い る

会社 

株 式 会 社

イ ズ ミ 都

市開発 

― ― 
販売用不動

産の仕入 

千円

― ― 
321,122

（注）取引条件及び取引条件の決定方針 
独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

 

(１株当たり情報に関する注記) 

１．１株当たり純資産額 △48円98銭

２．１株当たり当期純利益 ７円13銭

(注)当社は、平成26年２月１日付で普通株式１株に対し10株の割合で株式分割を行いました。１株当

たり情報の各金額は、当事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。 

 



- 15 - 

 (重要な後発事象に関する注記) 

当社は、平成26年８月18日付の取締役会で借入について決議し、平成26年８月20日付で借入れを行い

ました。 

1. 借入日 平成 26 年８月 20 日 

2. 金額 500 百万円 

3. 金利 年 6.0％ 

4. 返済期限 平成 27 年２月 19 日 

5. 貸付人 株式会社セムコーポレーション 

  （住所：東京都新宿区西新宿二丁目６番１号） 

6. 担保状況 当社が仕入れる販売用不動産に担保設定 

7. 資金使途 東京都文京区所在の収益ビルの取得資金 

8． 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 


